
「道路構造基準条例」に追加規定する

・道路附属物の交通安全施設に、

自動運行補助施設を追加し位置づける

「道路構造基準条例」に新規規定する

・新たに、歩行者利便増進道路を位置づける

・歩行者利便増進道路の構造は

「バリアフリー道路基準構造条例」（既条例

で規定済の一般基準）に適合させることとする

「バリアフリー道路基準条例」に新規規定する

・新たに、旅客特定車両停留施設を位置づける

・施設の通路、階段、乗降場等について、

幅や勾配等の基準を規定する。

道路法等が一部改正されたため、かかる市条例２条例の一部を改正する。
法改正の概要と、今回改正する条例の関係は以下のとおり。

特定車両停留施設

歩行者利便増進道路

自動運行補助施設

条例との関係

※道路法に基づく基準は、国土交通省令で

規定。（条例委任対象外）
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法及び条例の改正に伴い見込まれる効果のイメージ
①特定車両停留施設（バスターミナルをイメージ）
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法及び条例の改正に伴い見込まれる効果のイメージ
②歩行者利便増進道路（通称：ほこみち）
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法及び条例の改正に伴い見込まれる効果のイメージ
③自動運行補助施設
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